
 
 

関 自 貨 第 ７ ８ ４ 号の２ 
関自監貨第１５０号の２ 
関 自 保 第 １ ３ ７ 号の２ 
関 自 整 第 ５ １ ４ 号の２ 
令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 

 
一般社団法人 東京都トラック協会 会長  殿 
 
                    関東運輸局 自 動 車 交 通 部 長 
                          自動車監査指導部長 
                          自動車技術安全部長 

（ 公 印 省 略 ）   
 

 
大型車の車輪脱落事故防止に係る令和４年度緊急対策の実施について 

 
 

標記について、自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長から別添（令和４年

９月３０日付、国自安第８４号、国自貨第８３号、国自整第１４９号）のとおり通知

があり、別添１のとおり取り組むこととしましたので、貴会傘下会員に対し周知され

るとともに、事故防止対策の積極的な取り組みをお願いします。 
 なお、別紙のとおり管内各運輸支局あてに通知していることを申し添えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 









別紙 
 

関 自 貨 第 ７ ８ ４ 号 
関自監貨第１５０号 
関 自 保 第 １ ３ ７ 号 
関 自 整 第 ５ １ ４ 号 
令和４年１０月２０日 

 
管内各運輸支局長  殿 

 
                       自 動 車 交 通 部 長 
                       自動車監査指導部長 
                       自動車技術安全部長 

（ 公 印 省 略 ）   
 
 

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和４年度緊急対策の実施について 
 
 

標記について、自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長から別添（令和４年

９月３０日付、国自安第８４号、国自貨第８３号、国自整第１４９号）のとおり通知

があったので、貴運輸支局においても本対策に積極的に取り組むとともに、関係団体等に

対し、本趣旨の周知徹底方取り計らわれたい。 
なお、別紙の通り関係団体あてに通知していることを申し添えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
































